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１ はじめに 

 

 わが国の地方自治体の監査制度が機能していないとことが問題視されている1。もちろん、全て

の地方自治体の監査制度が機能していないというのではないが、平成 21 年（2009 年）に千葉県

で発覚した不正経理事件に鑑みると、一部の地方自治体では機能していないと思われる。 

 そもそも地方自治体、あるいは公的部門においては、なぜ、監査が有効に機能する必要がある

のであろうか。公的部門の監査が有効に機能しなければならない理由については、監査がアカウ

ンタビリティの履行の手段として必要不可欠である、という認識に基づいて説明されている。例

えば Mackenzie は、公的部門において監査がアカウンタビリティの履行、ひいては統制にとって

必要不可欠な前提条件であることを次のように述べている。「監査なくして、アカウンタビリティ

なし、アカウンタビリティなくして統制なし。2」この文言はアカウンタビリティの履行の手段と

して監査が必要不可欠であることを的確に表現していると考える。とはいえ、公的部門がアカウ

ンタビリティを履行する上で、なぜ、監査が必要不可欠な前提条件として認識されているのであ

ろうか。 

 本稿では、監査が公的部門のアカウンタビリティを履行する上で必要不可欠な前提条件として

位置づけられている理由をHollingsworthと White が提唱する２つのアカウンタビリティの概念に

依拠して考察する。更に、この考えに基づいて、地方自治体のアカウンタビリティの履行のもと

で求められる監査の効力に関連して、英国の監査制度とわが国の監査制度における制度設計上の

違いを考察する3。そして、わが国の監査制度において、とりわけ３E 監査の機能が無機能化して

いる要因の１つには地方自治体のアカウンタビリティの履行にあたり求められる監査の効力に関

係があることを提示する。 

 はじめに、監査が公的部門のアカウンタビリティの履行にとって必要不可欠な前提条件として

位置づけられている理由をエージェンシー理論に依拠して考察する4。そして、Hollingsworth と 

White が提唱する２つのアカウンタビリティの概念、すなわち「民主主義のアカウンタビリティ

（democratic accountability）」と「管理上のアカウンタビリティ(managerial accountability)」につい
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て明らかにし、それぞれのアカウンタビリティの履行のもとで求められている監査の効力を考察

する5。次に、英国における地方自治体のアカウンタビリティの構造とそのもとで認識されている

監査制度の効力について、2002 年度から実施されている包括的業績評価（Comprehensive 

Performance Assessment、以下 CPA と略記する6。）にあてはめることにより検討する。最後に、わ

が国における地方自治体のアカウンタビリティの構造とそのもとで認識されている監査制度の効

力について考察する。 

 

２ 民主主義のアカウンタビリティと管理上のアカウンタビリティ 

 

 エージェンシー理論に依拠して公的部門のアカウンタビリティ概念を考察するのであれば、次

のように説明できる。 

 委託者（principal）たる地域住民が受託者（agent）たる公的部門に対して税金を納める。その

代わりに、受託者は委託者に対してサービスを提供し、決算及び業績を説明する義務を負う。こ

の関係のもとで、受託者は採用した行為を説明する義務を委託者に対して負っている。そして委

託者は、受託者が意に反した行動をとるのであれば、罷免する、あるいは制裁を課すなどの権力

を行使することができる。 

 ところが、この関係のもとでの委託者は、受託者が作成する決算及び業績が妥当であるか否か

を確かめるための専門的な手段をもたないことが仮定される。そこで委託者は決算及び業績につ

いての妥当性を検証する手段として、受託者とは利害関係のない独立の専門家による監査の必要

性を認識するようになる 7。 

 ここに示したロジックがアカウンタビリティの履行の手段として監査が必要であることを提示

する基礎モデルとなる。そしてこのモデルに基づいて Hollingsworth と White は、公的部門のア

カウンタビリティには「民主主義のアカウンタビリティ」と「管理上のアカウンタビリティ」と

いう２つの側面があることを提示する。そして、それぞれの側面において監査が有効に機能する

必要があることを述べている。 

 民主主義のアカウンタビリティとは、公的部門の組織外部に対する説明責任を意味している。

民主主義のアカウンタビリティにおける委託者は「地域住民」、受託者は「公的部門」という関係

が成立している。すなわち、民主主義における公的部門は税金を納めている地域住民に対して、

説明責任を負っている。そのもとでの説明責任の内容は、政府が行政活動を執行するにあたって

不正行為がなかったか否か、支出に見合った価値のあるサービスを提供していたか否かに及んで

いる8。（図表１を参照。） 

 

 

 

 

（図表１）民主主義のアカウンタビリティ 
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 これに対して管理上のアカウンタビリティとは、公的部門における組織内部における説明責任

を意味している。管理上のアカウンタビリティにおける委託者は公的部門の組織内部の「上位者」

に相当し、受託者は「下位者」に相当する。管理上のアカウンタビリティにおける組織は階層制

の組織を想定しているため、民主主義におけるアカウンタビリティとは異なり、委託者は受託者

に対して、一方的な権限が付与されていることに特色がある。 

 すなわち、階層制の組織においては、上位者が下位者に指揮及び命令を下すことにより、下位

者の行動を統制する。そして、下位者は上位者に対して説明責任が要求され、上位者は下位者の

行動を修正するための介入権が無制限に与えられている。とはいえ、現実には、上位者は下位者

の行動を詳細にモニターして、統制することをしていない。 

 というのも、実際には、上位者は下位者を統制するためのルールを作成し、下位者のコンプラ

イアンスをモニターすることによって、下位者の活動を検証して、行動を統制しているからであ

る。上位者は下位者に対して詳細な統制をする代わりに、裁量権を付与する。そして、一旦、下

位者に対して裁量権が付与されると、上位者の権限を行使する権限は弱まる9。すなわち、階層制

の組織においては、「統制の強化」と「裁量権の付与」がトレードオフの関係にある。（図表２を

参照。） 

 

 

 

 

 

（図表２）階層制の組織におけるアカウンタビリティ 

 

 ここで重要な視点は、公的部門の監査の効力が民主主義のアカウンタビリティのみならず、管

理上のアカウンタビリティにも影響を及ぼすことにある。一般に、公的部門における監査は民主

主義のアカウンタビリティを履行するための手段として役立つことが理解されている。すなわち、

一般に広く認識されているアカウンタビリティとは、受託者である公的部門が委託者である地域

住民に対して、決算及び業績について報告する責任があること、そしてそのもとで期待される監

査の効力とは公的部門の決算及び業績の正確性について検証することにより、透明性を確保する

ことにある。 

 これに対して Hollingsworth と White は、監査の効力が公的部門における内部組織の管理上のア

カウンタビリティにも影響を及ぼしていることを説く。すなわち、管理上のアカウンタビリティ

における監査の効力が政府組織の自主的な統制に役立つことを述べている。その具体例として、

英国の会計検査院、NAO（National Audit Off ice）による中央政府の監査をあげている。そして

NAO が管理上のアカウンタビリティを強化して、それと同時に民主主義のアカウンタビリティを

履行していることを述べている10。 

 Hollingsworth と White のモデルに依拠するのであれば、英国では、公的部門の監査が民主主義
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のアカウンタビリティと管理上のアカウンタビリティの履行という両方の側面に資することが認

識されていると考えられる。そして、その考えに基づいて、公的部門の監査の制度設計が構築さ

れていると考える。 

 

３ 英国における地方自治体のアカウンタビリティの構造と監査の効力 

 

 以下では、英国の地方自治体における民主主義のアカウンタビリティと管理上のアカウンタビ

リティの履行に係わる監査委員会と監査人のそれぞれの効力について CPA を用いて考察する。監

査委員会と監査人の効力を別々に考察する理由は、それぞれの効力が異なると考えるからである11。

すなわち、監査委員会は監査人を任命し、監査制度のフレームワークを作成する機関であって、

実際に監査を実施するのは監査人であり、それぞれの効力は異なっている。 

 はじめに CPA における民主主義のアカウンタビリティの構造と監査の効力についてみていく

ことにする。CPA のもとでの受託者の民主主義のアカウンタビリティの履行は次のように整理す

ることができる。 

 民主主義のアカウンタビリティを履行するにあたって、受託者たる地方自治体は委託者たる市

民に対して、地方自治体の決算報告ならびに業績について公表し、報告する義務を負っている。

更に加えて、CPA では地方自治体のサービスの成績表ともいえるスコアカードを監査委員会が公

表している12。スコアカードを公表するメリットは、市民が理解しやすいこと、他の地方自治体

との比較を容易にすることができることにあり、アカウンタビリティの履行に資することにある。 

 そのもとでの監査委員会の効力とはスコアカードを公表することにより、受託者のアカウンタ

ビリティの向上に資することにある。そして、監査人の効力とは地方自治体の資源の利用状況の

妥当性について評価することにある。（図表３を参照） 

 

 

 

 

 

（図表３）地方自治体における民主主義のアカウンタビリティの構造 

 

 次に、CPA における管理上のアカウンタビリティの履行については、地方自治体の組織内部に

おける上位者（管理職）と下位者（一般職）という狭義の階層制組織からではなく、中央政府と

地方自治体という広義の階層制の組織から整理することが妥当であると考える。 

 英国の地方自治体の行財政改革及び監査制度の改革は中央政府の主導のもとで行われており、

地方自体の活動は中央政府によって統制されている。これは過去に行われた一連の監査制度改革

からも明らかである。例えば、サッチャー政権下では、監査委員会が設置され、地方自治体に支

出に見合った価値（Value for Money、以下 VfM と略記する。）監査を義務付けた。続くメージャー
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政権下では、地方自治体に業績情報を公表することを義務付け、業績情報監査を義務付けた。そ

して、ブレア政権下ではベストバリューに基づく CPA を地方自治体に義務付けている。ただし、

英国においては中央政府が地方自治体を直接的に統制する形式をとっていない。中央政府に代

わって、監査委員会が監査制度のフレームワークを作成し、地方自治体を統制している。 

 そして、CPA の制度設計はまさに管理上のアカウンタビリティの履行に監査が資する典型的な

構造となっていると考えられる。これは CPA のスコアカードを公表する意義に見出すことができ

る。スコアカードを公表する意義は、スコアカードの結果に応じて、サービスの優れている地方

自治体に対してはより多くの裁量権を付与し、それと同時に VfM 監査を軽減することを認める

ことにある。そして、それとは反対に、結果が悪い地方自治体に対しては、中央政府の介入が強

化され、VfM 監査が強化されている。（図表４を参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図表４）地方自治体の管理上のアカウンタビリティ 

 

 すなわち、CPA における管理上のアカウンタビリティを履行するためのシステムは、地方自治

体が中央政府からできるだけ多くの裁量権を獲得するために、成果を達成しようと努める仕組み

となっている。一方、中央政府は地方自治体に対して詳細な指導及び統制を行わず、CPA の仕組

みを活用して、地方自治体の成果の達成状況に応じて、裁量権を委ねている。その結果、中央政

府の地方自治体への直接的な関与が弱まり、中央政府の負担は軽減される。 

 そのもとでの監査委員会の効力とは、中央政府に代わって、地方自治体を事後的に統制するこ

とにある13。そして、監査人の効力とは、地方自治体に対して助言を提示することにより、業務

改善を促すことにある。 

 

４ わが国における地方自治体のアカウンタビリティの構造と監査制度 

 

 わが国の受託者たる地方自治体のアカウンタビリティとは、税金が不正に使用されなかったか

否か、そして支出に見合った価値のあるサービスが提供されていたか否かについて、長、議会、

及び地域住民に対して報告することにある。そのもとで認識されている監査制度の効力とは、独

立の第三者として行政が執行した「行為」及び「情報」を客観的に検証することにより信頼性を

高めることにある。 
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 そして、そのもとでの主たる委託者は地域住民であり、わが国の監査制度も、地方自治体が地

域住民に対してアカウンタビリティの履行に資することを目途として構築されている。このこと

は、わが国の監査制度も民主主義のアカウンタビリティに資することが認識され、制度設計が構

築されていることを意味する。 

 その具体的な例として、事務監査請求制度（地方自治法第 75 条）と住民監査制度（地方自治法

第 242 条）をあげることができる。この２つの制度は「住民参加型の監査」として、住民が行政

を監視する手段として法定された。（図表５を参照。） 

 

 

 

 

 

（図表５）事務監査請求・住民監査請求におけるアカウンタビリティ 

 

 事務監査請求制度とは、選挙権を有する者が政令の定めるところにより、地方自治体の住民総

数の 50 分の１以上の連署をもって、その代表者によって、監査委員または個別外部監査人（第

252 条の 39）に対して、地方自治体の事務執行全般について監査を請求する制度である（第 75

条第１項）14。事務監査請求は昭和 21 年（1946 年）に監査委員の職務の１つとして採用された。

その後、昭和 22 年（1947 年）の地方自治法の制定にあたり全面的に導入された。また、監査請

求に関しては議会（第 98条第２）及び長（第 199 条第６項）からの監査請求も制度上、認めてい

る15。 

 一方、住民監査請求制度とは、選挙権を有する地方自治体の住民であれば１名であっても、監

査委員または個別外部監査人（第 252 条の 43）に対して、地方自治体の「財務会計上の行為16」

について（第 242 条第１項）監査を請求することができる制度である17。住民監査請求制度は住

民訴訟18（第 242 条の２）とともに昭和 23年（1948 年）の地方自治法の改正により導入された制

度で、アメリカにおける納税者による税金の使途の監視手段である「納税者訴訟（Tax Payers Suit）」

を模範としている。 

 もっとも、これらの「住民参加型の監査」については若干の制度上の問題点が指摘されている。

制度上の問題点とは、事務監査請求が請求を起こすためには住民の総数の 50分の 1の連署が必要

であることから、住民にとっては手続きが煩わしいことにある。それゆえ、住民監査請求に比べ

ると、事務監査請求はほとんど利用されていないという実態も過去の調査から明らかにされてい

る19。 

 また、住民監査請求については、請求することができる範囲が事務監査請求に比べると狭いこ

とも問題点として指摘されている。すなわち、事務監査請求は、請求内容が事務全般を対象とし

ており、行政運営の確保を目的としているのに対し、住民監査請求は職員などによる違法及び不

当な財務会計上の行為の是正することを目的としている。 



石川 恵子：公的部門の監査の効力とアカウンタビリティの構造 －英国と日本 

 

－ 67 － 

 このように「住民参加型の監査」については問題点が指摘されてはいるものの、委託者たる住

民が、直接、受託者たる行政をモニターすることができるという機会を設けていることに特色が

ある。そして、このような制度に着目するのであれば、わが国の監査制度が民主主義のアカウン

タビリティに資するための制度であることを再確認することができる。 

 また、住民参加型の監査のほかにも、民主主義のアカウンタビリティに資する監査の具体例と

して決算審査がある。決算審査は地方自治体の長から審査に付された決算及び関係書類について

審査し、意見を付す監査である（地方自治法第 233 条）。この監査は、公表される決算の正確性、

法令への準拠性及び３E の視点から客観的に決算書類を検証することによって、行政の市民に対

するアカウンタビリティの向上に資する監査である。 

 これに対して、管理上のアカウンタビリティに係わる監査制度の貢献についてはどのように認

識され、制度設計がなされてきたのであろうか。結論から先に述べると、わが国の監査制度は英

国とは異なり、３E 監査の視点からの管理上のアカウンタビリティに貢献することについてはあ

まり認識されてこなかったと考えられる。むしろ、従来、主眼とされてきたことは「決算の正確

性」及び「法令への準拠性」の視点から管理上のアカウンタビリティに資することにある。すな

わち、監査制度は内部組織の管理統制に資するものであるが、業務の効率化に係わる助言につい

ては、あまり議論されてこなかった。このことがわが国の監査制度において３E 監査が有効に機

能しない要因の１つと考えられる。 

 ３E 監査の視点から管理上のアカウンタビリティに資することが認識されてこなかった原因は、

わが国の地方自治体の伝統的な慣行とも関係がある。従来の地方自治体の伝統的な慣行によれば、

長及び監督官庁に対する管理上のアカウンタビリティのもとで求められる報告内容は、支出が法

令に準拠して使用されたか否か、あるいはその結果が正確に帳簿に記帳されていたか否かを報告

することに限られてきた。そして、税金の使途が有効に活用されているか否かについては、モニ

ターする必要性が認識されてこなかった。 

 とはいえ、監査制度が３E 監査の視点からも管理上のアカウンタビリティに資することが認識

され、実行されなければ、３E 監査の視点からの民主主義のアカウンタビリティの履行を実現す

ることは困難であろう。というのも、住民が行政を直接的にモニターし、管理することが実質的

には不可能であることから、３E に係わる監査請求を起こすことについてのインセンティブが低

く、かつ現実的ではないからである。 

 更に加えて、住民監査請求については３E の視点からの監査請求はできず、事務請求について

は、たとえ請求できたとしても、事前の手続上の煩わしさが残されている。それゆえ、民主主義

のアカウンンタビリティの履行の前提として、監査が３E の視点からも管理上のアカウンタビリ

ティに資することが認識されなければならないと考えられる。 

 そして、このような認識に基づいて、監査制度が３E 監査の視点からも管理上のアカウンタビ

リティに資することができるためには組織内部の制度構築がなされる必要があると考える。とい

うのも、３E 監査は直接的に組織内部の活動に影響を及ぼす監査である。そうであるにもかかわ

らず、現状の仕組みは、職員が監査の結果を受けて業務を改善するための動機付けが極めて乏し
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い仕組みになっていると考える。 

 ３E 監査の監査結果は組織内部の業務改善に資するために「助言」あるいは「勧告」を提供す

る。そして、助言あるいは勧告を受けた組織内部の利用者は業務改善に取り組むよう修正行動を

とる必要がある。しかしながら、３E 監査はその具体的な改善措置等について強制するものでは

ない20。したがって、このような監査の機能の限界を補完し、３E 監査が有効に機能するために

は、監査の結果を受けて翌年度に反映させる仕組みを構築する必要があると考えられる。例えば、

監査の結果に基づいて組織内部の「裁量権を付与する」あるいは「統制を強化する」といった制

度構築を行う必要があると考える。 

 

５ むすび 

 

 以上考察したように、公的部門におけるアカウンタビリティの概念には民主主義のアカウンタ

ビリティと管理上のアカウンタビリティという２つの側面がある。そして、それぞれのアカウン

タビリティにおいて監査が有効に機能するためには、両方のアカウンタビリティに監査の効力が

及ぶことが認識され、そのための制度構築が必要になると考える。 

 英国では、２つのアカウンタビリティに監査が資することが認識され、制度構築がなされてき

た。すなわち、民主主義のアカウンタビリティにおける効力とは、アカウンタビリティの向上に

資するための手段として、情報の妥当性を評価することにある。そして管理上のアカウンタビリ

ティにおける効力とは、地方自治体を統制するための手段として、業務改善の向上に資すること

にある。そして、英国におけるアカウンタビリティの構造は管理上のアカウンタビリティを強化

することによって、民主主義のアカウンタビリティを達成しようとするものと理解することがで

きる21。 

 一方、わが国においては、３E に係わる管理上のアカウンタビリティについて監査が効力を発

揮することについては十分に認識されておらず、制度設計がなされてこなかった。それゆえ、３

E 監査が有効に機能するためには、監査の機能が管理上のアカウンタビリティにも有効に機能す

ることが認識され、そのよう認識に基づいて制度設計をする必要があると考えられる。 

 更に、その制度設計にあたっては、監査人の専門性の強化と独立性の確保が今まで以上に必要

になると考えられる。というのも、英国において公的部門の監査の効力が管理上のアカウンタビ

リティの履行にとって有効であることが認識されている理由は独立の専門家による監査人の評価

の正当性あるいは妥当性について価値を見出しているからに他ならないと考えるからである。 
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